
臨床実習に関する包括同意のご案内 

 

 当院は教育施設として医学生や救急救命士等の臨床実習

を行っています。 

 

 実習生は定められた制度の下で、認定を受けています。 

 実習生は指導医の指導又は監督下で、実施を認められた

医行為のみを行います。 

 実習生が医行為を行う際は、説明のうえ同意を取らせて

いただきます。 

 臨床実習に協力いただくことを同意された後でも、同意

を取り消すことが可能です。そのことによって、不利益

を被ることはありません。 

 不明の点がございましたら、お気軽にお尋ねください。 

 

ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

雄勝中央病院 院長 




